
提

出

者

近

藤

昭

一

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

九

号

朝
鮮
人
強
制
連
行
・
強
制
労
働
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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朝
鮮
人
強
制
連
行
・
強
制
労
働
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
弁
護
士
連
合
会
が
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
二
五
日
に
朝
鮮
人
の
強
制
連
行
・
強
制
労
働
に
関
し
て
、
小
泉
総
理
に
、
被
害

実
態
の
把
握
、
責
任
の
所
在
の
明
確
化
と
謝
罪
、
金
銭
補
償
を
含
め
た
被
害
回
復
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
一
年
以
内
に
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
報
告
を
行
う
こ
と
を
勧
告
し
た
。
朝
鮮
人
強
制
連
行
・
強
制
労
働
の
問
題
は
日
本

政
府
が
解
決
す
べ
き
戦
後
処
理
の
問
題
で
あ
る
こ
と
、
発
生
か
ら
五
〇
年
以
上
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
早

急
に
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

日
弁
連
に
よ
る
勧
告
と
そ
の
理
由
と
な
っ
た
「
朝
鮮
人
強
制
連
行
・
強
制
労
働
人
権
救
済
申
立
事
件
調
査
報
告
書
」
の
内

容
に
つ
い
て
事
実
関
係
の
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
き
ち
ん
と
謝
罪
、
金
銭
補
償
等
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府

の
見
解
を
お
聞
き
し
た
い
。

二

日
本
政
府
は
こ
れ
ま
で
一
九
九
五
年
の
村
山
首
相
談
話
や
二
〇
〇
一
年
の
小
泉
首
相
談
話
、
二
〇
〇
二
年
の
日
朝
平
壌
宣

言
な
ど
で
植
民
地
支
配
と
侵
略
が
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
民
に
苦
痛
と
損
害
を
与
え
た
こ
と
を
認
め
、
反
省
と
お
わ
び
を
表
明
し

て
き
た
。
朝
鮮
人
の
強
制
連
行
・
強
制
労
働
問
題
に
つ
い
て
も
こ
の
考
え
に
基
づ
い
て
具
体
的
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
聞
き
し
た
い
。

一



三

日
本
政
府
は
、
い
わ
ゆ
る
「
従
軍
慰
安
婦
」
問
題
に
つ
い
て
は
本
格
的
調
査
を
行
い
、
元
「
慰
安
婦
」
な
ど
関
係
者
に
対

す
る
聞
き
と
り
を
含
め
た
国
内
外
で
の
調
査
結
果
を
発
表
し
て
い
る
。
朝
鮮
人
強
制
連
行
・
強
制
労
働
問
題
に
つ
い
て
も
同

様
の
政
府
に
よ
る
調
査
や
関
係
資
料
の
公
表
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
聞
き
し
た
い
。

四

日
本
政
府
は
朝
鮮
人
徴
用
者
の
一
〇
万
七
九
一
一
名
分
の
名
簿
を
所
有
し
て
い
る
と
聞
く
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
理

由
に
公
開
し
て
い
な
い
。
日
本
政
府
は
中
国
人
の
強
制
連
行
・
強
制
労
働
に
つ
い
て
調
査
し
た
「
華
人
労
務
者
就
労
事
情
調

査
報
告
書
」
を
外
務
省
自
身
が
作
成
し
た
こ
と
を
一
九
九
四
年
に
認
め
、
外
務
省
資
料
館
に
コ
ピ
ー
を
置
き
、
一
般
公
開
す

る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
は
、
連
行
さ
れ
た
四
万
人
の
氏
名
、
年
齢
、
出
身
地
、
生
存
の
有
無
が
掲
げ
ら
れ

て
お
り
、
含
ま
れ
る
個
人
情
報
は
朝
鮮
人
徴
用
者
の
名
簿
よ
り
も
多
い
。
こ
の
報
告
書
が
公
開
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
朝

鮮
人
徴
用
者
の
名
簿
が
公
開
さ
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。

五

国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
の
条
約
勧
告
適
用
専
門
家
委
員
会
は
、
第
二
次
大
戦
中
に
朝
鮮
半
島
や
中
国
か
ら
強
制
連
行

さ
れ
た
人
た
ち
の
強
制
労
働
問
題
を
取
り
上
げ
、
日
本
政
府
が
被
害
者
に
何
ら
か
の
補
償
を
す
る
よ
う
勧
告
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、
日
本
政
府
は
同
専
門
家
委
員
会
に
「
戦
時
補
償
問
題
は
政
府
間
で
解
決
済
み
」
と
い
う
書
簡
を
送
っ
た
と
聞
く
。
こ

れ
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
等
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
請
求
権
に
個
人
請
求
権
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
仮
に
そ

二



う
で
あ
れ
ば
、
国
家
が
私
人
の
権
利
を
放
棄
で
き
る
根
拠
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


